
未来創造まちづくり構想会議設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、未来創造まちづくり構想会議（以下「構想会議」という。）の

設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置目的） 

第２条 構想会議は、自動運転などの次世代モビリティ・システムの導入による静岡

県の交通に係る将来のまちづくりの構想と、それらに係る実証実験及び社会実装等

についての評価、提言を行うことを目的として設置する。 

 

（所掌事務） 

第３条 構想会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 次世代モビリティ・システムの導入により、地域が抱える交通に関する課題へ

の効果、影響と将来のまちづくりの構想・ビジョンに関すること。 

(2) 将来のまちづくりを踏まえた「しずおか自動運転 ShowCASE プロジェクト（以

下「プロジェクト」という。）」の方向性に関すること。 

(3) プロジェクトに係る助言、提言及び評価に関すること。 

 

（組織） 

第４条 構想会議の委員は、知事が別に定める者をもって組織する。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副会長は、会長に事故その他の事由により支障があるときは、会長の職務を代行

する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 

（会議） 

第６条 構想会議は会長の指示により事務局が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 委員は、やむを得ない理由があるときは、その代理人を会議に出席させることが

できる。 

３ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。 



 

（下部組織） 

第７条 構想会議の円滑な運営のため、しずおか自動運転 ShowCASE プロジェクト推

進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。 

２ 推進委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

３ 委員長は静岡県交通基盤部都市局長をもって充てる。 

４ 推進委員会の組織、運営については、委員長が別に定める。 

 

（報償費等） 

第８条 報償費は、知事が別に定める額を支給する。 

２ 旅費は、静岡県職員の旅費に関する条例（昭和 31 年８月１日条例第 48 号）に準

ずる額を支給する。 

 

（庶務） 

第９条 構想会議の庶務は、静岡県交通基盤部都市局地域交通課において処理する。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

 



未来創造まちづくり構想会議設置要綱に基づき知事が別に定める事項について 

 

（委員） 

第１ 未来創造まちづくり構想会議設置要綱第４条第１項の規定に基づき、委員を次

のとおり定める。 

所属・職名 氏 名 

国立大学法人名古屋大学未来社会創造機構 教授 森川 高行

学校法人日本大学理工学部 教授 藤井 敬宏

学校法人静岡理工科大学 特任教授 高橋 久 

一般財団法人静岡経済研究所 常務理事 大石 人士

国土交通省中部運輸局交通政策部 計画調整官兼環境・物流課長 小林 直人

静岡県交通基盤部理事（地域交通担当）兼景観まちづくり監 植田 基靖

 

（報償費） 

第２ 未来創造まちづくり構想会議設置要綱第９条第１項の規定に基づき、委員の報

償費を次のとおり定める。 

(1) 構想会議に委員が出席した場合 
会長 日額 12,000 円、その他 日額 11,100 円 

（特別職の職員等の給与等に関する条例別表第１の附属機関の委員その他の

構成員を準用） 

 
附 則 

 この要綱は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

  

附 則 
この要綱は、平成 31 年２月 15 日から施行する。 

 


